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第１章 空家等対策計画の目的と位置付け 
 

「空家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１項に規定する「鳥羽市空家等対策計

画」を策定します。 

本計画は、国の「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指

針」に基づくとともに、令和３年４月に発足した鳥羽市空家等対策委員会での協議を踏ま

え策定します。また、第６次鳥羽市総合計画に示す鳥羽市の将来像の実現に向けて、まち

づくりに関する鳥羽市都市マスタープランや各種計画と整合を図り、本計画を推進してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

ただし、国の空家等に関する政策の動向や社会情勢、経済情勢に変化等が生じた場合、

必要に応じ適宜見直しするものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

次期計画 

空家等対策の推進に関
する特別措置法 

第６次鳥羽市総合計画 

空家等に関する施
策を総合的かつ計
画的に実施するた
めの基本的な指針 

 

鳥羽市まち・ひと・しごと
創生総合戦略 
鳥羽市人口ビジョン 

鳥羽市都市マスタープラン 

鳥羽市空家等対策計画 各種計画 

第６次 
鳥羽市総合計画 

後期基本計画 

令和８年度～令和 12 年度 

令和９年度 令和４年度 

前期基本計画 

令和３年度～令和７年度 

鳥羽市 
空家等対策計画 

令和４年度～令和８年度 

鳥羽市空家等対策計画 概要版 
令和４年４月 
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第２章 鳥羽市の空家等をとりまく現状 
本市における空家等の現状や課題を踏まえ、本市における空家等対策を進めていく上

での取り組みの方向性を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 空家等対策の取り組み方針 
・本計画の対象地区は鳥羽市全域とします。 

・対象とする空家等の種類は、空家法第 2 条第１項に定義される「空家等」とします。 

空家等対策の取り組み方針は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題（概要） 取り組みの方向性 

・利活用について、不動産として提供しやすい環境づくりが必要。 
・空家等が流通しやすい市場の誘導が必要。 

利活用を 
促進する 

・空家等の改修や除却に係る、所有者等の負担軽減が必要。 

・空家等について、気軽に相談できる環境づくりや役立つ情報の提
供が必要。 

・空家等が周辺環境に影響する問題について所有者の認識不足の解
消が必要。 

・空家等所有者と持続的な連絡体制を確保することが必要。 発生を 
予防する 

・相続手続きなど、生前から対応を行う重要性などの周知が必要。 

・空家等所有者と持続的な連絡体制を確保することが必要。 
・空家等について、気軽に相談できる環境づくりや役立つ情報の提
供が必要。 適正管理を 

促す 

・空家等の改修や除却に係る、所有者等の負担軽減が必要。 

・空家等の改修や除却に係る、所有者等の負担軽減が必要。 
・倒壊の危険性が高い空家等は、改善指導や強制的な対応が必要。 

管理不全な 
空家等の 
解消を促す 

商業・観光業 
を振興する 
集落環境を 
維持する 

・空家等の利活用等による商業・観光業の振興が必要。 
・空家等の適正管理等よる漁村等の集落環境の維持が必要。 
・老朽空家等（観光施設や旅館、ホテル等）の解消が必要。 

方針 2：空家等の 
利活用の促進 

方針 1：空家等の 
発生の予防 

方針 3：空家等の 
適正管理の促進 

方針 4：管理不全 
空家等の解消の促進 

基本的方針 

重点的方針 方針 1：中心市街地における空家等対策による観光産業の振興 

方針 2：漁村集落（海女集落）における空家等対策による良好
な漁村環境の維持 

方針 3：観光関連施設等の空家等の解消及び跡地利用の促進 
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第４章 具体的な施策 
空家等施策の体系（基本的な取り組み）は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管理不全 

空家等の 

解消の促進 

空家等の 

適正管理の 

促進 

所有者等による
定期的な維持
管理の促進 

空家等の 

発生の予防 

空家等の維持
管理の仕組みづ
くりへの支援 

空家等の 

利活用の 

促進 

生前での住宅継
承の促進 

住宅ストックとし
ての維持・整備
に係る啓発 

移住・定住や空
家等利活用の
促進に係る支援 

基本的方針 基本的な取り組み 

所有者等や家
族に向けた啓発 

鳥羽市空き家バ
ンク制度の充実 

空家等の利活
用事例等の情
報提供 

空家等の適正
管理の重要性に
関する情報発信 

・次代に引き継ぐための情報提供及び啓発 
・福祉部局や関係団体等と連携した高齢者や家族へ
の働きかけ 

・住宅取得時の従前建築物の除却、既存敷地での建
て替え促進等に係る啓発 
・耐震改修や適正なリフォーム等の促進に向けた啓発 

取り組みの具体例 

・空家等がもたらす周辺住民の生活環境への悪影響
などの周知及び啓発 
・市広報誌・ホームページ等での情報発信 
・相続や相続登記等の相談会の開催、専門相談窓
口の確保 

・空家等の登録促進及び情報提供の充実 
・Google マップを活用した現地情報の提供等による空
き家バンクサイトの充実 

・住宅等購入者（移住目的者）へのリフォーム等支援 
・木造住宅耐震支援制度利用者への補助 

・他用途への空家等の利活用支援制度の紹介 
・地域コミュニティの維持等に向けた空家等の利活用
による活動や取り組みの紹介 

・空家等の所有者等への指導や通知等による適正管
理の促進 
・空家等の敷地に繁茂する雑草等の除去促進 
・建築基準法等関係法令に関する相談や指導 

特定空家等に
対する空家法に
基づく措置 

・地域やシルバー人材センター等団体による空家等の
見守り活動に関する連携体制の構築の支援 
・地域での維持管理の仕組みづくりへの支援 

・市広報誌・ホームページ、SNS 等の様々なツールを
活用した空家等対策の取り組みの周知 
・専門団体と連携した空家等相談会の実施 

老朽空家等の
解体・除却の促
進 

・空家等除却に関する支援制度の紹介 
・木造住宅空家除却（解体）工事費補助制度の運用 

専門家団体との
連携体制づくり 

・関連団体と連携した空家等の相談窓口での対応 
・季節に応じた適正管理の注意喚起 
・町内会等との連携による対応 

・管理不全空家等の所有者への改善指導 
・特定空家等の認定 
・特定空家等への助言又は指導等 
・特定空家等の行政代執行（略式代執行） 
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空家等施策の体系（重点的な取り組み）は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

漁村集落にお

ける空家等対

策による良好

な居住環境の

維持 

・観光関連施設等の空家等の解体・除却支

援の検討 

・鳥羽市都市マスタープラン等関連計画と

整合した土地利用の促進 

中心市街地に

おける空家等

対策による商

業・観光業の

振興 

重点的方針 重点的な取り組み 

・地域の空家等見守り活動への支援 

・木造住宅空家除却（解体）工事費補助金

の漁村集落上乗せ（離島分） 

・歴史的建造物の保全に係る支援制度の検

討（景観施策との連携） 

・移住準備期間の支援制度（移住体験住宅

等）の運用 

・空家等を活用した移住・定住促進活動へ

の支援 

・移住相談会や、鳥羽での暮らしや生活文

化体験ツアーの開催 

・リモートワークやコワーキング施設とし

て空家等の活用支援 

取り組みの具体例 

・空家等を活用した商業・観光業の振興活

動への支援 

・歴史的建造物の利活用に係る支援制度の

検討（景観施策との連携） 

中心市街地に

おける商業・

観光業の振興 

漁村集落にお

ける居住環境

の維持 

移住・定住の

促進 

観光関連施設

等の空家等の

解消 

観光関連施設

等の空家等の

解消 
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取り組み方針を地域住民に分かりやすく伝えるとともに、達成状況確認のための下記の

指標を設定します。 

 

表４-1 目標指標 

基本的
方針 

指 標 根拠 
平成 

30年度 
令和 
８年度 

空家等

の発生

の予防 

①空家等相談

会 の 開 催

（累計） 

・令和元年度に空家等の相談会を１回開

催している。 

・令和4年度以降、毎年度1回の空家等相

談会を開催することを目標とする。 

・1回＋１回／年度×５箇年度＝６回 

0回 6回 

 ② 空 家 等 相

談 ・ 対 応 件

数（累計） 

・月１件を電話等での対応目標とする。

また相談会への来訪者数は10件/回・年

度を目標とする。 
・（１件対応／月＋10件／相談会）×５
箇年度＝110件 

0件 110件 

空家等

の利活

用の促

進 

③鳥羽市空き

家 バ ン ク に

お け る 成 約

件数 

（累計） 

・実績数は平成29年度以降、10件程度／

年度で推移している。令和２年度はコ

ロナ禍において減少しているものの、

withコロナにおいて、３割減（７件／

年度）程度を維持することとする。 

・（平成27年度～令和2年度実績）36件

＋7件×6箇年度≒80件 

25件 80件 

管理不

全空家

等の解

消の促

進 

④木造住宅空

家 除 却 （ 解

体 ） 工 事 費

補 助 金 を 活

用 し た 空 家

等 の 除 却 戸

数（累計） 

・令和3年度の補助金を活用した空家等の

除却戸数実績値は、10戸となってい

る。 

・令和4年度から毎年度補助金を活用した

空家等の除却戸数は、年間20戸 (※ )を

目標とする。 

・10戸＋20戸／年度×5箇年度＝110戸 
 

※課税台帳より、建物滅失件数を抽出すると、

平成30年度から令和2年度の年度平均滅

失件数は約67件（付属家、倉庫・物置除）

である。 

このうち、27.0％（平成30年の鳥羽市空き家

率）が空家等とすると、67件×27％＝18件

が空家等の滅失戸数と想定される。 

※このため目標戸数は空家等施策実施による

効果もふまえ20件と設定する。 

－ 110戸 

以上の計画目標設定に基づき、空家等施策を推進した場合に、計画目標年次までの空

家等の戸数は次頁のとおりとなります。  
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課題解決に向けた施策の展開イメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
空家等の 
把握・調査 

必要な対応 

建築物 

 

※空家等を除く建築物 

・空家等対策 

空家等の 
発生の予防 

利活用が比較的容易な 

空家等 

【主な状況】 
・優良空家等であり比較的利
活用がしやすい 

・相続等も適正になされ所有
者等が特定可能で、一定の
判断もできる 

・空家等対策 

利活用が困難な状態の

空家等 

【主な状況】 
・管理不全空家等であり
全面的な改修が必要で
ある 

・所有者等が特定可能で
も相続等の手続きが１
人では難しい状態 等 

主な施策分野 

・空家等対策 
・移住・定住対策 
・商業・観光業の振興対策 
・良好な景観の形成対策 
 

空家等の 
利活用 

特定空家等の候補 

【主な状況】 
・建築物が破損等し、
倒壊等著しく危険な
状態 

・所有者等が特定可能
でも音信不通な状態 

・所有者等が不明 等 

特定空家等 

 
相談体制構築 

連携体制構築 

空家等の 
解体・除却 

・空家等対策 
・移住・定住対策 
・良好な居住環境維持対策 
・良好な景観の形成対策 

空家等の 
適切な管理 

 

特定空家等 
の措置 

・空家等対策 
・良好な居住環境維持対策 
・良好な景観の形成対策 

・空家等対策 

・空家等対策 
・良好な居住環境維持対策 
・良好な景観の形成対策 
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主な効果 

・空家等の問題を放置せず、当面の対

策等を促せる 

・相続人の確知など専門知識・経験が

確保できる など 

・老朽化した空家等の状況が確認でき

る 

・空家等の対策時のデータベースとし

て活用できる など 

・空家等の所有者等の意識を醸成でき

る 

・補助制度等の紹介により空家等の利

活用や解体・除却等の促進につなが

る など 

・空家等を地域資源や観光資源として

利活用が進む 

・歴史的な建造物の場合その保全や活

用につながる 

・中心市街地の商業・観光業の振興に

つながる 

・移住・定住者の受け皿住宅となり移

住・定住が促進する など 

・離島や漁村の良好な居住環境の保全

につながる 

・空家等所有者等による自発的な管理

を促せる 

・個人の問題だけでなく地域と連携し

た取り組みにつながる など 

・所有者等のニーズが高い、空家等除

却に関する支援制度を紹介でき、解

体・除却が進む 

・南海トラフ地震などによる地震発生

時の減災につながる 

・観光地としての賑わいある景観の形

成につながる など 

・「倒壊のおそれのある状態の空家

等」の早急な対策ができる 

・鳥羽市独自の風情ある眺望景観の保

全につながる 

・商業・観光業の振興に資する土地利

用促進につながる など 

・相続等に係る情報発信機

会の回数の増加 

・耐震改修やリフォーム件

数の増加 など 

 

・空家等相談窓口の設置 

・空家等相談会開催回数の

増加 

・空家等相談会での相談件

数の増加 など 

・鳥羽市空き家バンク利用

者数、登録・成約件数の

増加 

・空家等利活用件数の増加 

など 

・中心市街地の商業・観光

業の振興 

・離島や漁村等の良好な居

住環境の維持 

・移住・定住者の増加など 

・空家等解体・除却件数の

増加 

・倒壊のおそれのある状態

の空家等所有者等からの

相談件数の増加 など 

目指す姿 

・空家等対策の対象となる

建築物や所有者等を特定

し情報発信 

・計画の進捗管理 など 

・雑草等が繁茂し、倒壊の

危険がある管理不全空家

等の減少 

・自治会等による空家等見

守り活動件数の増加など 

・観光関連施設の老朽空家

等の解消 

・空家等利活用件数の増加 

など 

※青文字は重点的な取り組みに係る内容 

※赤文字は計画目標指数に係る内容 
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第５章 特定空家等に関する措置 
 

特定空家等に関する措置は次のとおりです。 

軽度の措置 空家等の所有者等への啓発、注意喚起、空家等相談窓口での対応など 

特定空家等に 

関する措置 
所有者等への指導、勧告、命令、代執行など空家法を適切に行使など 

 

第６章 空家等に関する実施体制 
 

空家等に関する実施体制は次のとおりです。 

鳥羽市空家等対策委員

会 

空家等対策計画の策定・変更、計画の推進、特定空家等の協議

など 

庁内関係各課 空家等施策の実施及び支援等、相談窓口の設置など 

専門的団体 空家等対策へ協力、施策の展開や実施に積極的に関与など 

 

図 主体別の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 
空き家バンク登録 

専門的な情報提供 
技術的支援 

情報提供 
各種支援 

空家等に
係る相談 

所有者等の役割 
 
・空家化させない努力 
・空家等を利活用する努力  
・空家等の適正な管理 
・管理不全な状態にしない  
・空家等を早急に解決する努力
など 

専門的団体 
の役割 

・専門的分野の相
談対応 

・鳥羽市の空家等
対策への協力 

など 

空家等対策への 
協力依頼 

事業者等の役割 

・空家等の適正管理に協力  
・自らが管理する空家等の適
正な管理、空家等への対応  

・円滑な市場流通化の促進へ
の協力 など 

行政の役割 

・空家等対策計画
の策定、変更 

・空家等に関する
対策の実施 

・空家等対策の実
施に関する支援 

など 

空家対策への協力依頼 

鳥羽市空家等 
対策委員会の役割 

※ 

・空家等対策計画の策
定、変更、その他空
家等対策の推進 

・「特定空家等」候補
案件の審議 

など 

相談対応 

※特定空家等に関して、より専門

的な判断が必要となる勧告の発

令については、空家法第７条に

よる法定協議会（（仮称）鳥羽

市空家等対策協議会）で審議 


